
 

 

飛騨・世界生活文化センター使用料減免取扱基準 

 

１ 減免の趣旨 

 「岐阜県や飛騨地域における芸術文化、スポーツ及び文化産業などを担う人づくり」と「地

域に根ざした施設運営」を目的に、センター貸館の空き時間を活用して、幼児及び児童・生徒

が手軽に芸術文化等に親しむ環境を提供します。 

 

２ 減免対象の団体  

①公立私立を問わず県内に設置された以下の団体及びこれらの団体で組織する連合体 

○幼稚園 、保育園、小学校、中学校、高等学校 

○義務教育学校（小中一貫校） 

○中等教育学校（中高一貫校、高校課程以下の教育機関） 

※専門学校を除く（看護専門学校、衛生専門学校等） 

○盲学校、聾学校、特別支援学校  

②子供育成や親子交流等を目指した以下の団体及びこれらの団体で組織する連合体 

○各種スポーツ少年団 ・児童センター及びこれらで組織する連合組織 

○各種子供育成会等保護者の会（スポーツ少年団や部活動、地区組織等） 

 

３ 減免対象の事業 

以下の三項目すべてを満たす事業を減免対象とします。 

①学校等減免対象団体としての公式行事であること（個人的開催は不可） 

②幼児・児童・生徒を対象としたものであること 

③入場料の徴収を含め営利活動を目的とするものではないこと 

 

４ 減免対象の施設 

①飛騨コンベンションホール 

②飛騨芸術堂 

③ふれあい広場 

 

５ 減免率 

施設使用料は１００％減免となります。ただし、開館時間（９：００～２１：３０）を超え

ての利用時間に係る施設使用料及び附属施設設備使用料は有料となります。 

 

 

６ 減免対象事業による貸館を申込みできる日時等 

①一般利用の申込み 

○予約受付開始日（利用月の１年前）から３ヶ月経過後（予約受付がない日時） 

                ＜申込希望日の属する月の９ヶ月前の月の初日から申請可能＞ 

②部活動利用の申込み 

○部活動による土日・休日利用の場合は、予約受付開始日（利用月の１年前）から１０ヶ

月経過後（予約受付がない日時） 

＜申込希望日の属する月の２ヶ月前の月の初日から申請可能＞ 

 



 

 

 

 

      

※１ 申込み及び利用できない日時等 

・センター休館日（毎週火曜日：祝日にあたる場合はその翌日） 

・１２月２９日～１月３日 

・その他施設の点検等による臨時休館日 

     ※２ 減免対象事業にかかる予約受付開始初日ＡＭ９：００～ＰＭ２１：３０において、

申込者が複数発生した場合は抽選等により決定します 

※３ 減免対象事業申請者（申込者）と当日の実際の利用者が異なる場合には、事故な

どの責任が負えない可能性がありますので、利用をお断りする場合が発生します 

（利用者が変更になる場合には、１週間前までに再度、減免手続をして頂きます。） 

※４ 減免対象事業のご予約を頂いていても、有料の催事・イベントなどの申込みが入

った場合には、減免事業を辞退して頂くケースが発生する場合があります。そのた

め、「大事な事業」は、減免対象事業以外での申込み（有料の正規申込み）をお勧

めします 

※５ ご連絡なく（利用当日９：００まで）キャンセルされた場合は、空調設備使用料

の一部（受入れ準備時間分）をご負担して頂く場合があります 

 

 

７ 減免手続 

①「使用料減免申請（承認）書＜第６号様式（第９条関係）＞」に必要事項を記載の上、提

出してください 

②減免が不承認の場合は、その旨を文書によりお知らせいたします 

 

 

８ その他 

①幼児及び児童・生徒の皆さんの送迎時の乗降は、バスターミナルをご利用ください（飛騨

コンベンションホール事務室前は身障者、高齢者の方々の専用となっています） 

②送迎のために長時間車両（マイクロバスを含む）を停める場合は第一駐車場に駐車してく

ださい 

③交通事故を誘発する恐れがありますので、駐車・送迎のルールを守って頂けない場合は、

次回からのご利用をお断りする場合があります。 

④お申込み時間前のご利用施設（飛騨コンベンションホール、飛騨芸術堂）への入場は、照

明などがついていないため、思わぬ事故を招くおそれがあります。ご父兄、引率の方はお

申込時間になるまで、幼児及び児童・生徒の皆さんがホール・芸術堂に立ち入らないよう

にご指導ください。 

 

 



 

 

減免対象承認となった場合の利用料金の目安 

 

①飛騨コンベンションホール 

○施設使用料 １００％減免     

○附属施設設備等使用料 

ア）スポーツ系使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）文化系使用（使用例：吹奏楽大会、合唱祭演劇祭、文化祭、講演会、意見発表会等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※準備やリハーサルの区分において料金は発生しません。 
例）午前準備＝無料、午後本番＝有料 

※１区分＝午前、午後、夜間のいずれかの一区分 
※２区分＝午前と午後、午後と夜間のいずれかの連続二区分 
※３区分＝午前と午後と夜間の連続三区分 

・照明使用料（全灯使用） 

※半灯で暗い場合に利用 

２，１５０円／時間 

・照明使用料（半灯使用） 

※各種スポーツの練習程度は実施可能 

１，０８０円／時間 

 

・床暖房使用料 ８７０円／時間 

・空調設備使用料  １，０３０円／時間 

・利用可能範囲   

バスケットボール＝１面、バレーボールコート＝３面、卓球＝５台 

ソフトバレーボール＝３面、バトミントン＝３面 

・照明使用料（全灯使用） 

※半灯で暗い場合に利用 

２，１５０円／時間 

・照明使用料（半灯使用） 

※各種スポーツの練習程度は実施可能 

１，０８０円／時間 

 

・床暖房使用料 ８７０円／時間 

・空調設備使用料  １，０３０円／時間 

・舞台照明セット １５，２００円／１区分 

・拡声装置（マイク２本含む） ２，２００円／１区分 

３，９６０円／２区分 

５，６１０円／３区分 

・ポータブル反射板 １０，４８０円／１区分 

・演 台 １，４４０円／１区分 

・司会者台 ８３０円／１区分 



 

 

 

②飛騨芸術堂 

○施設使用料 １００％減免  

○附属施設設備等使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ふれあい広場 

○施設使用料 １００％減免  

・会場照明使用料（ボーダーライト２列） ４８０円／１区分 

・空調設備使用料 施設使用料に含まれます 

・舞台照明セット（通常照明） ４，４００円／１区分 

・拡声装置（マイク２本含む） ２，２００円／１区分 

３，９６０円／２区分 

５，６１０円／３区分 

・コンサート用ピアノ（スタンウェイＤ－２７４） １２，１００円／１区分 

・平 台（Ｈ１２１mm）大きさ各種１台 １５０円／１区分 

・三点吊りマイク（録音用） １，１００円／１区分 

・演 台 １，４４０円／１区分 

・司会者台 ８３０円／１区分 


